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2 0 2 0 年 7 月 1 5 日 

各  位 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

 

「スマート相続口座」の取扱開始について 

 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（代表取締役社長：荻野 浩三）は、ご自身の資産を運用しながら、

相続発生時には、あらかじめご指定いただいたご家族に当行で保有する預金口座・投資信託口座の

資産をスムーズに承継することができる新商品「スマート相続口座」の取扱を本日より開始いたし

ます。 

 

高齢化の進展により人生 100 年時代が到来する中、「長い人生を豊かに過ごすための資産形成」

と「次世代への円滑な資産承継」に対する関心は高まっています。本商品は、「相続で家族に迷惑

をかけたくない」「遺言書を書くのは面倒」「費用を抑えて煩雑な手続きをせずに引き継ぎたい」「相

続対策しても自分のお金は自由に使いたい」といったお客さまの多様化する資産承継ニーズにお応

えする国内初の商品です。 

 

＜スマート相続口座の主な特徴＞ 

（1） 面倒な書類が不要。お手続きがスムーズに。 

・ 当行所定の契約書に、対象となる口座の種類、受取人のお名前・受取割合などを記

入いただくだけで、スムーズに口座内の資産を引き継ぐことができます。 

・ 遺言書や遺産分割協議書、戸籍謄本などの面倒な書類の提出は不要です。 

（2） 電子契約でスピーディに手続き。手数料は最大優遇時無料。 

・ 電子契約での手続きをご選択いただくことができます。離れて暮らすご家族であっ

ても、郵送での書類のやり取りがなく、スピーディな契約締結が可能です。 

・ 一定の条件を満たした場合、基本手数料 330,000円(税込)が最大無料となる優遇プ

ランをご用意しています。 

（3） 契約後でも、口座の入出金や資産の入れ替えが自由。 

・ 相続発生前は、口座の入出金や、資産の入れ替えを自由に行うことができます。 

・ 相続発生時の残高をもとに受取割合に応じて資産を引き継ぐことができます。 

 

スマート相続口座の詳細 https://www.smbctb.co.jp/service/sozoku/smart/ 

 

当行は、これまでテーラーメイド型の「遺言代用信託」を資産承継商品としてご提供してまいり

ました。グローバル化・高齢化・デジタル化が進展する中、お客さまが人生 100年時代をより良く

安心して過ごせるよう、「外貨」「不動産」「信託」の 3つの機能をコネクトし、お客さまのトータ

ルアセットの管理・運用・承継で最も信頼される商品・サービスの提供に努めてまいります。 

 

以 上 
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【別紙】 
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